
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                

   

   

 

 

  

計画期間（５年間）に重点的に行う主な事業 

 

 

１ 住民主体の支えあい活動を総合的に支援します 

 

暮らしの総合相談など、地域住民が身近なところで相談でき

る窓口を設け、地域支えあい活動支援、小地域ネットワーク支

援などを活用し、相談から援助まで行います。また、地域の特

性・ニーズに応じた身近な相談援助者となる地域コーディネー

ターを養成し、住民主体の支えあい活動を推進します。 

２ 成年後見制度利用推進事業と地域福祉権利擁護事

業の一体的推進 

（地域福祉権利擁護事業・成年後見制度） 

 

認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でな

い人の権利を守り、地域で安心して生活を継続できるよう、両

事業を一体的に運用し、一人ひとりの状況に応じたきめ細かな

支援を、地域の関係機関と連携して行います。 

３ 自律に基づく組織の推進体制を強化します 

基本理念の「だれもが安心して暮らせる新宿型福祉コミュニ

ティ」の実現に向けて、新宿社協の地域福祉支援基盤の強化を

図ります。 

 社協事業に賛同し参加する社

協会員（会費会員と活動会員）を

中核に、身近な生活課題の改善・

解決への自主的な取り組みに共

感する仲間を増やしていきます。

社協会員の拡充を図り、社協会員

が地域の身近な課題解決に向け

て取り組むプロセスを支援して

いきます。 

 

多様化する新たな暮らしの課題等に対し、自主事業の拡充の

ためには社協会員や寄附者、募金協力者等の支援者を増やして

いくことが重要です。そのためには、民生委員・児童委員、町

会・自治会等の多くの方々のご協力をいただきながら、会費の

使い途の可視化やその必要性を丁寧に区民の方々に伝え、財源

的基盤の強化を図ります。 

① 会員制度

の充実 

② 自主財源の確保と使途の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次経営計画 2014～2018 の問合せ先 

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会 

      法人経営課 電話 ０３－５２７３－２９４１ 

            FAX ０３－５２７３－３０８２ 

新宿区社会福祉協議会ホームページ 

        

 

○ふれあい訪問・地域見守り協力員事業（区委託事業） 

 

 

○視覚障害者・聴覚障害者交流コーナー（区委託事業） 

 

○ファミリー・サポート事業（区委託事業） 

 

視覚、聴覚に障害をお持ちの方の社

会参加、障害のある方同士や支援者、

障害について学ぼうとしている方々

などの交流の場として、情報交換や相

互理解を深めます。 

ふれあい訪問は、地域社会との関係

づくりが難しい高齢者の方などに定期

的に職員が訪問し相談に応じます。   

地域見守り協力員（ボランティア）

は、月２回程度訪問し、情報紙「ぬく

もりだより」を配布しながら、高齢者

の生活を見守ります。 

区民による会員制の相互援助活動

を行ないます。子育ての援助を受けた

い方（利用会員）と子育ての援助を行

いたい方（提供会員）の橋渡しをして

います。（病児・病後児預りも実施し

ています。） 

○暮らしのサポート事業 

 

 

日常生活で困りごとがあり、援助を

必要としている人に、地域のボランテ

ィア（個人・グループ）を紹介します。   

援助を必要としている人と活動者の

双方の状況や意向に添うよう、活動の

調整、活動の支援までをコーディネー

トします。 

 

http://www.shinjuku-shakyo.jp/ 

 

 新宿区社会福祉協議会は、一人ひとりの暮らしの課題につ

いて、相談支援・解決に向けた様々な事業を行っています。 

 

（H26.4） 

新宿区社会福祉協議会 

 第 3次経営計画 2014～2018 

（平成 26年度～平成 30年度） 

概 要 版 

平成 26 年 3 月 

  

 

 

「つなぐ・育む社協」は、単に紹介、

仲介するだけでなく、地域住民や多様な

関係機関・団体等と連携して、課題解決

へつなぐことを意味します。つないだ関

係性を育み持続していけるよう支援し

ます。 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民の気づきと発意から生まれる住民主体の多様な活動が、芽生え育まれる豊かな土壌をもつ地域コミュニティづくりを支援することで、「だれもが安心して暮らせる

新宿型福祉コミュニティ」の実現をめざします。この基本理念は、第１次経営計画（平成 18 年度～）から継承しています。 

 

基本理念とは 

第３次経営計画体系  

 

 

つなぐ・育む社協へ 

　

施

◎：新宿区委託事業　　☆：東京都社会福祉協議会委託事業

２　ボランティア情報の発信
  (1)ボランティア情報の発信（拡充事業）
  (2)災害時ボランティア情報の発信(新規事業）

３　地域人材の養成・学習支援
  (1)福祉教育の推進
　 　①福祉教育・福祉体験学習の推進
　　 ②いつでも体験ボランティア
  (2)地域人材養成・学習支援
　 　①地域コーディネーター講座（重点事業）
　   ②施設・団体ボランティア受入学習会

３　災害対策の推進
　(1)災害等危機管理対策（重点事業）

２　地域福祉を支援する活動基盤の強化
　(1)自主財源の確保
　　　①会費（重点事業）　②寄附金　③収益事業（拡充事業）
　(2)共同募金運動
  (3)地域団体との連絡調整

４　小地域ネットワーク支援
  (1)コミュニティネットワーク支援（重点事業）
　　 ①東地区　②中央地区　③西地区  ④集合住宅
  (2)避難者支援
  (3)地区ボランティア交流会（新規事業）
　５　市民活動の支援
  (1)NPO等市民活動団体と地域住民との協働支援
  (2)ふれあい・いきいきサロンの運営支援
  (3)新宿CSRネットワークの活動支援
  (4)地域ささえあい活動助成、備品整備・施設整備助成

６　地域ささえあい活動支援
  (1)暮らしのサポート事業
       （個人支援ボランティアコーディネート）
  (2)施設・団体ボランティアコーディネート事業
  (3)ファミリーサポート事業◎
  (4)ふれあい訪問・地域見守り協力員事業◎
  (5)ちょこっと困りごと援助サービス◎
  (6)介護支援ボランティア・ポイント事業◎

７　災害ボランティアセンターの運営支援等
  (1)災害ボランティアセンターの運営支援等（重点事業）

１　成年後見制度利用推進事業と地域福祉権利
擁護事業の一体的推進
　(1)成年後見制度利用推進事業◎　（重点事業）
　(2)地域福祉権利擁護事業☆　（重点事業）
      （市民後見人・生活支援員の養成含む）

２　低所得者世帯等への支援
　(1)生活福祉資金貸付（アフターフォロー含む）☆
　(2)受験生チャレンジ支援貸付◎
　(3)応急小口資金貸付
　(4)緊急援護事業

１　社協の組織運営
　(1)理事会・評議員会の運営
　(2)部会の運営（見直し事業）
　(3)広報・広聴（重点事業）
　(4)IT推進・情報管理
　(5)職員の育成（拡充事業）

１　暮らしの総合相談
  (1)小地域活動支援（センター・分室・コーナーの運営）
　　 ①ボランティアセンター・東分室の運営（重点事業）
　　 ②ボランティアコーナーの運営（拡充事業）
  (2)視覚・聴覚障害者支援事業◎
  (3)車椅子の貸出
  (4)地域行事用機材の貸出

行動指針１

住民主体の支え

あい活動を総合

的に支援し推進

します

自律に基づく

組織の推進体制

を強化します
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経営方針１

経営方針３

経営方針２

地域の理解によ

りきめ細かに生

活と権利を守り

ます

１ 暮らしの総合相談

２ ボランティア情報

の発信

３ 地域人材の養成・

学習支援
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

４ 小地域ネットワー

ク支援

５ 市民活動の支援

６ 地域ささえあい活

動支援

７ 災害ボランティア

センターの運営支援

等

１ 社協の組織運営

２ 地域福祉を支援する

活動基盤の強化

３ 災害対策の推進

施 策 事 業

１ 成年後見制度利用

推進事業と地域福祉権
利擁護事業の一体的推

進
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

２ 低所得者世帯等へ
の支援

住民主体の

支えあいの

しくみづくり 自分らしく

暮らし続ける

ための

地域ぐるみ

での支援

地域福祉を

支える基盤

の強化

基本理念 経営方針 行動指針

行動指針２

行動指針３

〔経営方針１〕住民主体の支えあいのしくみづくり 

 

〔経営方針２〕自分らしく暮らし続けるための地域ぐるみでの支援 

 

ボランティアセンター、東分室等による総合的な運営体制 

 

区民のボランティア・市民活動への参加と支えあいの関係づくりを支援
し、住民の暮らしの課題や地域課題などへの、支えあい活動が生まれるしく
みづくりを推進します。7施策 28事業 

 

病気や障害、仕事、住まい、経済的な悩みを抱えていたり、判断能力が不
十分なため自らの権利を十分に守ることができなかったり、自助や互助の力
では解決できない暮らしの課題や不安の改善、解決の支援を行います。   
2施策 6事業 

 

基本理念の実現に向けて、事業や組織運営の小地域展開がしっかりとすす
められるよう、新宿社協の地域福祉支援基盤の強化を図っていきます。     
3施策 11事業 

 〔災害への備え〕 

 

 

基本理念の実現に向けて、事業や組織運営の小地域展開がしっかりとすす
められるよう、新宿社協の地域福祉支援基盤の強化を図っていきます。     
3施策 11事業 

 

災害時の危機管理体制の整備をすすめるとともに、区と協働して災害ボラ
ンティアセンターの運営支援等を行います。復興を視野に入れた新たな地域
コミュニティづくりのへの支援を行います。2施策 2事業 

 

〔経営方針３〕地域福祉を支える基盤の強化 

 

新宿区内を、東、中央、西の３地区の担当制とし、ボランティアセンター、
東分室、６か所の特別出張所に開設している地区ボランティア・地域活動サ
ポートコーナーを拠点として、暮らしの総合相談、地域ささえあい活動支援、
小地域ネットワークづくりをすすめます。 

 

 

事務所 東分室

地区担当グループ 東地区担当 中央地区担当 西地区担当
ボランティア・

地域活動サポートコーナー

所管地域 四谷・箪笥町・榎町 若松町・大久保・戸塚
落合第一・落合第二

柏木・角筈

高田馬場事務所（新宿ボランティア・市民活動センター）

四谷・牛込 若松町・大久保 落合・淀橋

 


